
     年金から天引きの 税金を取り戻そう！ 

    

 北九州市社会保障推進協議会（社保協）は、弁

護士や専門家、ソウシャルワーカーや議員、生健

会などが毎月「生活保護連絡会」を開いています。 
 

 市保護課と年に一度、生活保護について、懇談

も行っています。今回は、介護保険の関係者も沢

山参加し様々な課題について議論しました。 
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生活保護 市議会陳情  
生健会 「分かり安い『通知書』に改善を」 

保護課 「法に照らしても極めて重要。明確に分かるようにする」  

東京在住の友人から うれしいお便り 

「本当にいい会報、家族にも読ませたい」 

北九州市社保協が「保護課」と懇談 

だ。今後、できるだけ処分理由を明確に受給

者に分かるようにする」。 
 

■保護課長「通知書は単なるお知らせではない」 
「10年ぐらい前、我々北九州市は、生活保

護の裁判で色々負けました。その時も問題に

なったのは、手続きのところで、裁判所の方

から厳しく断ぜられました」。 

 また、「通知書は単に生活保護受給者への

お知らせではなく、法的に定められた手続き

であり、権利を侵害しないようにと重々説明

しておりますが、改めて機会あるたびに課長

会議等で、その辺をしっかり考えて仕事をす

るようにと指導していきたいと考えており

ます」と答弁しました。 
 

また、過払いの戻入についても「お互いに

納得しあってやらないと、後々トラブルの元

になるので、十分丁寧に説明して理解を得ら

れるよう努めていきたい」と答えました。 

パソコンは便利です。「小倉生健会」で検索

したら、会報がいくつかヒットして、そこから

「平和と暮らしを守る北九州市民の会」のホー

ムページへ導かれ、1 号から 25 号まで、全部

読みました。「市民の会」の HPにも感動です。 
 

「小倉生健会 生活と健康を守る」は、本当に

いい会報ですね。家族にも読ませたいと思い、

プリントアウトしました。夫も、「さすがやね

え」といいながら、読んでいました。 
 

ニュースだけでなく、「えっ へー ふーん」 

や「役立つ制度」、心動かされる読みもの、

議会報告、資料等々。読者の皆さんが保存し

たくなるのもうなずけます。 
 

そして、何より、利用者の切実な声がリア

ルです。「おむすび食べたい」と書き残して

餓死した、あの頃と世の中は変わってないで

すね。 
 

「生活と健康を守る」はネットで読みます。

夫やケースワーカーをしている娘にも読んで

もらいます。 

年金受給者も 

確定申告を 
 

左図は A さんの

年金の源泉徴収票

です。2 箇所から

の年金で納めた税

金 167,390 円を取

り戻しました。 
 

年金-必要経費

＝所得。所得-(社

会保険.生命保険.

配偶者.基礎.医療

費.寄付金)等控除

=課税される所得

額。これがマイナ

スになれば税金が

戻ります。 

※今から準備を。 

市議会保健福祉委員会で口頭陳情をする田中一郎 小倉生健会副会長 

市保護課と社保協が懇談（約 30人が参加）10月 25日 

10 月 16日、北九州市議会保健福祉委員会

で、生活と健康を守る会(生健会)北九州ブロ

ック協議会が提出した、「生活保護変更決定

通知等を分かり安くして」と求めた、陳情の

審査が行われ、日本共産党の藤沢加代委員長

と、パートナーシップ北九州の柳井誠委員が

質問しました。 
 

■保護課長「不十分なものは指導していく」 
保護課長は「行政監査の中で、生活保護の

決定の却下処分の理由付記が極めて悪いと

指摘された。理由付記が非常に大事であり、

改めて（各福祉事務所の）課長会議で伝達し

た。今後、監査班による課内監査の中でも機

会あるごとに通知書等の内容が不十分なも

のは指導していきたい」と答弁しました。 
 

■保護課長「行政法に照らして極めて重要」 
「決定通知は処分理由を書かなくてはいけ

ない。これは行政法に照らして極めて重要 


